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午後２時５６分　開会
議長　　皆さん、改めましてこんにちは。
　本日は、暮れの忙しい中、このように大勢の皆さんにお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
　ニュースでも、今度はオミクロン株が、ラジオで言っていたんですけれども、東京都で３人出たということで、これからどんどん増えていく可能性があるんじゃないかなということを、ちょっと心配しております。
　本日、またこの後、全員協議会の中で、農業者大会の後の祝賀会の件についても、どのようにするかということも皆さんに検討していただきたいと思っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。
　私から何点か報告がございます。
　１２月２日に、東京都選出の国会議員との意見交換会に出席しまして、私も急に振られて報告などもさせていただきました。
　あと、１２月１７日には常設審議委員会、これは、私も東京都農業会議の役員なので出席しまして、農業者大会は、今年度は事務局を含めて９名の出席でお願いしますということが、話が決まっております。表彰される方は、この９人には含まれませんということでございますので、こちらについては、１月の全員協議会で決めていきたいと思っておりますので、これもお願いしたいと思います。
　それとあと、昨日、２３日、立川市の農産物品評会褒章授与式に参加いたしまして、農業委員の田中さんも受賞されまして、表彰式に参加しまして、農業委員会としましても表彰状を渡させていただきましたので、報告をさせていただきます。
　それでは、令和３年第１２回立川市農業委員会総会を開催いたします。
　立川市農業委員会会議規則第６条の規定を満たす数の委員に御出席いただいておりますので、本総会は成立しております。
　本日、総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。御審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
　それでは、座らせていただきます。

議長　　初めに、議事録署名委員の指名でございます。今回は１１番の横幕委員、１２番の髙杉委員にお願いしたいと思います。
　それでは、報告事項（１）事務報告、（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出が４件。一括して事務局より報告をお願いいたします。
局長　　それでは、事務局より事務報告を申し上げます。
　まずは（１）事務報告でございます。お手元、Ａ４縦長の資料を御覧ください。
　１１月２９日（月）でございます。令和３年度農業委員会活動推進フォーラムが昭島市のＫＯＴＯＲＩホールで開催をされまして、委員の皆様に御出席をいただきました。お疲れさまでした。
　１２月２日（木）、今、鈴木会長からも御紹介がありましたけれども、都内の農業委員会の会長と東京都選出の国会議員との意見交換会が議員会館で開催をされております。
　１２月９日（木）、「食と農セミナー」などがウェブ会議方式で開催をされております。
　１２月１３日（月）、地区別農業委員会の職員検討会が、ここ立川市役所で開催をされまして、北多摩西部ブロックの農業委員会事務局職員にお集まりをいただきました。
　１２月２２日（水）、農地流動化・利用集積現地研究会が瑞穂町で開催をされております。本研究会は、農業振興地域や市街化調整区域を対象としたものですので、事務局のほか岡部委員に御参加をいただきました。
　本委員会といたしましては、１２月７日（火）、令和３年度第３回となります農地パトロールを、土地利用部会委員の皆様に実施をいただきました。ありがとうございました。
　１２月１５日（水）、総会に向けた現地調査、本日、２４日（金）、農業委員会総会、終了後に全員協議会を開催させていただきます。
　明日以降の予定でございます。
　年明け、新年となりますが、１月６日（木）、北多摩地区農業委員会連合会理事会の開催が予定をされております。会長と事務局で出席予定でございます。
　１月２８日（火）、北多摩西部地区農業委員会検討会の開催が昭島市で予定をされております。
　本委員会といたしましては、１月１４日（金）、総会に向けました現地調査、２５日（火）、午後３時より第１回の総会、終了後に全員協議会の開催を予定しております。
　報告事項の（１）は以上でございます。
　続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。
　お手元の報告事項の、第１２回立川市農業委員会総会報告資料を御覧ください。
　報告事項（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出４件について御報告をいたします。
　譲渡人・譲受人の氏名、住所、職業につきましては記載のとおりでございます。
　まず１件目。農地の所在は若葉町１丁目の１筆。地目は、登記簿上が畑、現況も畑。面積は３００㎡。転用目的は店舗用地でございます。
　２件目。農地の所在は一番町３丁目の２筆。地目は、登記簿上が畑、現況は１筆が畑、もう１筆が雑種地。面積は合わせまして３，４７７㎡。転用目的は住宅用地でございます。
　３件目。農地の所在は錦町５丁目の２筆。地目は、登記簿上が畑、現況は１筆が公衆用道路、もう１筆が宅地。面積は合わせまして２９．６３㎡。転用目的は住宅用地でございます。
　４件目。農地の所在は羽衣町３丁目の２筆。地目は、登記簿上が畑、現況は１筆が雑種地、もう１筆が宅地。面積は合わせまして６４９㎡。転用目的は住宅用地でございます。
　おのおの周辺略図を併せて御参照ください。
　報告は以上でございます。
議長　　ありがとうございました。
　ただいま報告がありました件について、何か御質問などがありましたらお願いしたいと思います。ありませんか。
　　　……質疑なしの声
議長　　質問がないようなので、報告事項についてはこれで終了をいたします。
　次に、議案第１号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、６件を議題に呈します。
　それでは、事務局より説明をお願いいたします。
次長　　それでは、引き続き農業経営を行っている旨の証明につきまして御説明いたします。
　現地調査を１２月１５日、申請者、代理人、会長、金子委員、田中委員、内野委員、嶋田貞芳委員、島田加美委員、粕谷委員、事務局で行いましたので、調査結果を御報告いたします。
　議案第１号の１、特例農地は幸町５丁目の１６筆、６丁目の３筆となります。略図１－１を御覧ください。略図１－１は、自宅北側から平成新道を挟んで南北に位置する農地になります。四角い部分は墓地の跡で、もともと生産緑地ではない場所となっています。略図１－２を御覧ください。略図１－２は、略図１－１の北から玉川上水まで延びる農地になります。広大な農地に非常に多種の植木が植え付けられておりました。一部、境界が不明瞭となっておりましたので、明確にされるよう依頼いたしました。また、伐採した植木が積まれているところがございましたので、片づけていただくよう依頼いたしました。どちらの農地も肥培管理は良好でした。
　続いて、議案第１号の２、特例農地は柏町４丁目の１筆、砂川町６丁目の２筆となります。略図２を御覧ください。略図２は、玉川上水に架かる千手橋の南側に位置する農地で、栗やネギなどが植え付けられておりました。この農地面積で自家消費だけではもったいないので、少しでも販売につなげていかれるよう指導してございます。
　続いて、議案第１号の３、特例農地は砂川町８丁目の１筆となります。略図３を御覧ください。略図３は、自宅の南に隣接する農地で、ダイコンやネギなどが植え付けられておりました。北東の隅に電力会社の電柱が立てられておりました。調査時に申請者が不在でしたので、自宅敷地へ移設するなどが必要である旨、地元委員を通じてお伝えいただくようお願いいたしました。肥培管理は良好でした。
　続いて、議案第１号の４、特例農地は一番町１丁目の１筆となります。略図４を御覧ください。略図４は、自宅の南側に位置する農地で、都の委託生産をはじめとする植木などが植え付けられておりました。伐採した植木が野積みされておりましたので、片づけていただくよう依頼するとともに、伸びぎみなどで生産物とならないような植木は伐採等、管理されるよう、こちらも依頼してございます。
　続いて、議案第１号の５、特例農地は西砂町１丁目の２筆となります。略図５を御覧ください。略図５は、五日市街道の南、自宅南側に位置する農地で、ハクサイやダイコン、ネギなどが植え付けられておりました。本人は体調の面もあり、兄弟等の親族が管理されているとのことでございます。自家消費とのことでしたが、相応の面積があり、良好な肥培管理で複数種の野菜を生産しておりましたので、ぜひ生産物は販売につなげていかれるよう指導いたしました。
　続いて、議案第１号の６、特例農地は一番町６丁目の４筆、西砂町５丁目の１筆、６丁目の１０筆となります。略図６－１を御覧ください。略図６－１は、多摩信用金庫砂川グランドの北側に点在する農地で、数種の植木や芝が植え付けられておりました。略図６－２を御覧ください。略図６－２は、自宅北側から第七中学校にかけて位置する農地と、その西側に分割されて位置する農地になります。七中の西側の農地の一部が通信事業者の電波塔の敷地に供されておりますので、その境界を明確にされるよう依頼いたしました。略図６－３を御覧ください。略図６－３は、第七中学校の北、殿ヶ谷街道を挟んで位置する農地で、多種の植木が植え付けられておりました。どちらの農地も肥培管理は良好でした。
　議案第１号についての説明は以上でございます。
議長　　ありがとうございました。
　議案第１号について、確認を担当された委員から補足説明をお願いしたいと思います。
　補足説明、１番を金子委員、２番を田中委員、３番を内野委員、４番を島田加美委員、５番を嶋田貞芳委員、６番を粕谷委員の順にお願いしたいと思います。
　それでは、１番、金子委員、お願いします。
２番　　この方は、仕事をよくやっているんですけれども、指摘事項が、境界石が見つからないのと、丸太があるのと、あと、一部砂利が入っているところが、６丁目の上水につながるところの砂利の撤去をお願いはしてあります。これは本人がやっているんじゃなくて、兄弟がそこに住んでいて、ちょっとぬかるみがあるということで、知らないで入れてしまったということで、砂利の撤去をして鉄板を敷いてくれるように頼んであります。
　境界石の場合にも、次の日行って、２人でちょっと泥を動かしたら全部見つかりましたので、境界石のほうも十分やっていて、作業的には、畑的には、いろんな多種の植木があって、よく手入れされていると思います。
　以上の報告で、丸太と砂利の撤去は、また後日確認しに行きますので、一応了解を取ってありますので問題ないと思います。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　続きまして、２番を田中委員、お願いします。
１０番　２番の柏町の畑につきましては栗が植えてありました。砂川町の畑はネギ等が植えてあるんですけれども、自家消費ということでありましたので、今後は庭先で販売するよう、うちのほうでお願いいたしました。特に問題ないと思います。
　以上です。
議長　　ありがとうございます。
　続きまして、３番を内野委員、お願いします。
８番　　この方なんですけれども、今、ダイコン、ネギ、キヌサヤ、ブロッコリー、ホウレンソウが作付されていました。境界石も確認できましたし、肥培管理のほうも、この人は結構一生懸命やっているので、１年を通して結構きれいな状態で肥培管理されているので、問題ないと思います。
　あと、電柱なんですけれども、当日会えなくて、午後もう一度お伺いしたら本人と会えましたので、電力会社さんに電話して、ちょっと相談してみるということだったので、問題ないと思います。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　続きまして、４番を島田加美委員、お願いします。
１６番　この方のところは植木ということで、東京都の委託苗木が植えられておりました。また、そのほかに大きくなった植木が片づけてあるんですが、あと、結局、切ったばかりのもの等、いろいろなこともまだありました。これも片づけるように伝えました。野菜のほうもやられておりますが、これは自家消費ということでした。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　続きまして、５番を嶋田貞芳委員、お願いします。
６番　　この方ですけれども、本人は今、体調不良ということで、親族、兄弟が肥培管理を行っているということでしたけれども、前任の方から報告というか、聞いていたんですけれども、何回か農地パトロールに挙がっていたような方だったんですけれども、現在はすごく肥培管理もよくて、多種のものが作付されておりました。
　先ほど事務局からも報告があったとおり、今、自己消費ということで言われていたんですけれども、あれだけ多くのものを作付されておりますので、今後は庭先販売等で少しでも販売とか、そういうような方向を考えてくださいということでお願いはしてあります。
　境界も全て確認できますので、問題ないと思います。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　続きまして、６番を粕谷委員、お願いします。
３番　　この方は、皆さん御存じのとおり、植木の生産がメインで、そのほかにも、みのーれ立川へ野菜も出荷しております。あと、芝も生産して出荷しております。
　自宅の前に細かくたくさん農地を持っていらっしゃるんですが、畑は全てきれいにしてありまして、境界も全て確認できました。問題ないと思います。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　大変申し訳ないです。横幕委員も当日、現地調査をしていただいたので、すみません、報告がありましたらお願いしたいんですけれども。
１１番　一番最後の６番の方ですけれども、殿ヶ谷街道で農地が寸断されていますが、かつては地続きだったということを聞いて、長い間、農業をやっている間には、そういうことがあって、農地がどんどんなくなっていく、何かそのあれを見るような気がしまして、その中でずっと保存に努力されているのは大変だなと思って、感服いたしました。
議長　　ありがとうございました。
　ただいま説明がありました件について、何か質問がありましたらお願いいたします。
　清水委員、お願いします。
１４番　番号５の方の被相続人の所有面積が不詳というのは、これは何かあるんですか。　　　
議長　　５番。不詳になっていますね。
係長　　こちらは、当初、適格者の申請の際に、その当時、実際の面積が確認できなかったというところでなっておりましたので、不詳という形にさせていただいてございます。
１４番　よく分からない……。
係長　　当時どのような状況で確認ができなかったのかというのは、申し訳ありません。その辺はこちらでも分からないところなんですが、当時のものとしては記録がないというところでしたので、不詳とさせていただいたところでございます。
１４番　分かりました。
議長　　よろしいでしょうか。
１４番　はい。
議長　　そのほかに御質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
　　　……質疑なしの声
議長　　それでは、質問がないと認め、採決に移ります。
　議案第１号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
　　　……全員挙手
議長　　ありがとうございました。全員挙手と認め、証明することに決します。
　次に、議案第２号、生産緑地に係る農業の主たる従事者について、１件を議題に呈します。
　事務局より説明をお願いいたします。
次長　　生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明につきまして御報告いたします。
　議案第２号、土地の表示は栄町２丁目の２筆となります。面積は合わせまして５６９㎡、申出事由は死亡でございます。証明内容は、生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従事者となっております。
　議案第２号についての説明は以上でございます。
議長　　ありがとうございました。
　それでは、調査を担当された委員から補足説明をお願いいたします。補足説明を髙杉委員、お願いいたします。
１２番　この方は結構高齢で、畑は５００㎡ちょっとあったんですが、もう自分で畑をうなうことはできなくて、草取りと、あと、自家消費をちょびっと植えて、それを消費するような形でやっておりました。草が生えたりすると、長男が近くに住んでいますので、トラクターでうなって、近隣の農家には迷惑のかからないように管理はされておりました。
　以上です。
議長　　ありがとうございました。
　ただいまの件について、何か質問がありましたらお願いをいたします。ありませんか。
　　　……質疑なしの声
議長　　それでは、質疑がないと認め、採決に移ります。
　議案第２号、生産緑地に係る農業の主たる従事者について、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
　　　……全員挙手
議長　　ありがとうございました。全員挙手と認め、証明することに決します。
　次に、その他で何かございますか。
局長　　特段ないです。
議長　　分かりました。
　ないようであれば、本日の審議予定はこれで終了でございます。
　次回、農業委員会総会は、来年、令和４年１月２５日火曜日、午後３時から１０１会議室になりますので、よろしくお願いいたします。
　本日も慎重審議をしていただき、ありがとうございました。
午後３時２１分　閉会
以上のとおり会議の顛末を記録して、相違ないことを
証するため、署名捺印する。
農業委員会議長
議事録署名委員
議事録署名委員


